
 

国税徴収法第１０４条の規定により，平成２９年１１月２８日から平成２９年１１月３

０日の間に実施した公売に係る公売財産の最高価申込者を下記のとおり決定しましたので，

同法第１０６条第２項の規定により公告します。 

  平成２９年１２月４日 

京都市長 門川 大作   

１ 売却区分 

  Ｍ１４１７０１ 

２ 公売財産（名称等） 

  自動車（ＢＭＷ・ＭＩＮＩ） 

３ 最高価申込価額 

４７０，０００円 

４ 最高価申込者の氏名又は名称 

  河原 祥博 

５ 最高価申込者の決定年月日 

平成２９年１２月１日 

６ 売却決定の日時 

  平成２９年１２月８日午前１０時 

７ 売却決定の場所 

  京都市行財政局市税事務所左京税務センター 

（行財政局市税事務所左京税務センター） （左京税務センター）


